
第 1 号 議 案

　平成30年度（2018年度）町田市一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,５０９,２５１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　１５３,１２７,０４１千円とする。

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　

（繰越明許費）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

　「第２表　繰越明許費」による。

　

（債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の変更は、「第３表　債務負担行為補正」による。

　

（地方債の補正）

第４条　地方債の変更は、「第４表　地方債補正」による。

平成31年（2019年）2月20日提出

東 京 都 町 田 市 長　　　石　阪　丈　一

平成30年度（2018年度）町田市一般会計補正予算（第4号）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　１　表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

 歳   入

款 項
千円 千円 千円

9. 地方特例交付金 315,000 94,784 409,784

1. 地方特例交付金 315,000 94,784 409,784

13. 使用料及び手数料 3,532,596 70,288 3,602,884

1. 使用料 1,576,393 △ 1,472 1,574,921

2. 手数料 1,956,203 71,760 2,027,963

14. 国庫支出金 27,635,941 219,612 27,855,553

1. 国庫負担金 24,378,456 118,559 24,497,015

2. 国庫補助金 3,148,336 102,260 3,250,596

3. 委託金 109,149 △ 1,207 107,942

15. 都支出金 20,055,265 △ 200,914 19,854,351

1. 都負担金 8,956,762 44,443 9,001,205

2. 都補助金 10,216,986 △ 236,176 9,980,810

3. 委託金 881,517 △ 9,181 872,336

16. 財産収入 689,548 11,578 701,126

1. 財産運用収入 235,188 10,062 245,250

2. 財産売払収入 454,360 1,516 455,876

18. 繰入金 6,492,347 △ 149,165 6,343,182

1. 特別会計繰入金 1,701,690 5,050 1,706,740

2. 基金繰入金 4,790,657 △ 154,215 4,636,442

20. 諸収入 1,523,633 7,866 1,531,499

3. 貸付金元利収入 5,735 △ 501 5,234

4. 受託事業収入 159,468 9,136 168,604

6. 雑入 1,036,491 △ 769 1,035,722

21. 市債 8,462,400 △1,563,300 6,899,100

1. 市債 8,462,400 △1,563,300 6,899,100

154,636,292 △1,509,251 153,127,041

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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 歳   出

款 項
千円 千円 千円

1. 議会費 671,358 △ 420 670,938

1. 議会費 671,358 △ 420 670,938

2. 総務費 19,812,831 500,422 20,313,253

1. 総務管理費 17,565,276 498,407 18,063,683

2. 徴税費 1,581,339 △ 9,192 1,572,147

3. 戸籍住民基本台帳費 430,582 15,846 446,428

4. 選挙費 98,688 △ 2,622 96,066

5. 統計調査費 40,464 △ 4,996 35,468

6. 監査委員費 96,482 2,979 99,461

3. 民生費 78,497,204 △ 372,465 78,124,739

1. 社会福祉費 30,951,961 △ 265,982 30,685,979

2. 児童福祉費 32,826,811 △ 79,303 32,747,508

3. 生活保護費 14,683,879 △ 24,880 14,658,999

4. 国民年金費 34,370 △ 2,300 32,070

4. 衛生費 14,600,442 △ 666,273 13,934,169

1. 保健衛生費 3,646,538 △ 75,909 3,570,629

3. 清掃費 9,853,904 △ 590,364 9,263,540

5. 労働費 33,114 2,600 35,714

1. 労働諸費 33,114 2,600 35,714

6. 農林費 314,272 △ 19,066 295,206

1. 農業費 314,272 △ 19,066 295,206

7. 商工費 1,022,086 17,134 1,039,220

1. 商工費 1,022,086 17,134 1,039,220

8. 土木費 14,921,314 △ 807,844 14,113,470

1. 土木管理費 75,280 △ 1,716 73,564

2. 道路橋梁費 4,338,357 △ 267,278 4,071,079

3. 都市計画費 9,743,882 △ 360,712 9,383,170

4. 住宅費 763,795 △ 178,138 585,657

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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款 項
千円 千円 千円

9. 消防費 5,035,826 87,414 5,123,240

1. 消防費 5,035,826 87,414 5,123,240

10. 教育費 12,771,339 △ 221,896 12,549,443

1. 小中学校費 8,660,336 △ 172,547 8,487,789

2. 社会教育費 3,132,009 △ 10,707 3,121,302

3. 保健体育費 978,994 △ 38,642 940,352

12. 公債費 6,656,500 △ 28,857 6,627,643

1. 公債費 6,656,500 △ 28,857 6,627,643

154,636,292 △1,509,251 153,127,041歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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変更

千円 千円

30,508

6,755

2,227

28,763

4,379

款 項 金　　額事　　業　　名

6. 農林費  1. 農業費  被災農業者支援事業

7. 商工費  1. 商工費  プレミアム付商品券発行事業

 野津田公園整備事業

8. 土木費  3. 都市計画費  鶴川駅周辺街づくり事業

8. 土木費  2. 道路橋梁費  歩道整備事業

第  ２  表       繰　　越　　明　　許　　費

千円

第  ３  表     債  務  負  担  行  為　補　正

事　　　　　　　項
補 正 前 補 正 後

期　　　間 限　　度　　額 期　　　間 限　　度　　額

8. 土木費  3. 都市計画費  都市計画道路3・4・34（南大谷）築造事業

10. 教育費  1. 小中学校費  小・中学校施設ブロック塀等撤去・改修事業

 準幹線道路新設改良事業8. 土木費  2. 道路橋梁費

8. 土木費  3. 都市計画費

62,244

30,000

30,000

小・中学校施設ブロック塀等撤去・改修事業 - 105,084 - 42,840

- 7 -



変更

千円 ％ 千円 ％

限度額 起債の方法 利率

第  ４  表     地        方        債        補        正

償還の方法

地域センター整備事業 297,000 - - - 0 - - -

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限度額 起債の方法 利率 償還の方法

民間保育所整備事業 28,000 - - - 0 - - -

学童保育クラブ整備事業 33,000 - - - 0 - - -

子どもクラブ整備事業 49,000 - - - 0 - - -

民設高齢者福祉施設整備事業 75,000 - - - 0 - - -

障がい者福祉施設整備事業 28,000 - - - 0 - - -

遺族等援護施設整備事業 33,000 - - - 0 - - -

資源化施設整備事業 840,000 - - - 705,000 - - -

境川クリーンセンター改修事業 288,700 - - - 294,000 - - -

道路整備事業 595,000 - - - 154,000 - - -

地域コミュニティバス導入整備事業 15,000 - - - 0 - - -

南町田駅周辺地区拠点整備事業 783,000 - - - 355,000 - - -

市民バス導入整備事業 15,000 - - - 0 - - -

消防施設整備事業 225,000 - - - 281,000 - - -

小中学校施設改築事業 140,200 - - - 53,200 - - -

小中学校施設改修事業 108,600 - - - 244,000 - - -

小学校給食室改修事業 39,000 - - - 0 - - -

小中学校電気設備改修事業 86,100 - - - 86,900 - - -

小中学校屋外教育環境整備事業 27,700 - - - 0 - - -

都市計画道路整備事業 108,000 - - - 7,000 - - -

都市計画公園整備事業 1,369,000 - - - 807,000 - - -
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千円 ％ 千円 ％

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

-生涯学習施設整備事業 15,000 - - - 0

-

体育施設改修事業 504,000 - - - 36,000 - - -

-

臨時財政対策債 2,699,000 - - - 3,869,000 - -

国際版画美術館改修事業 14,000 - - - 0 - -

-

-

小中学校体育館屋根改修事業 40,100 - - - 0 - - -
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